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高山市松之木
ま つ の き

町地内における油流出事故について 

 

高山市松之木町地内において油流出事故が発生しましたのでお知らせします。 

 

１ 端緒 

本日（８月２９日）正午頃、住民から高山市を通じて飛騨県事務所に高山市松之木町地内

の大八
だいはち

賀
が

川に油が流出しているとの通報があり、直ちに現地調査を行いました。 

 

２ 原因者 

所在地 高山市松之木町１４７０番地の１ 

施設名 門前自動車 

業 種 自動車整備販売業 

 

３ 流出した物質の種類及び流出量 

種 類 作動油 

流出量 不明 

 

４ 事故の原因等 

事業場内の油水分離槽に滞留していた作動油が、降雨の影響で場外へ流出しました。 

 

５ 事故の状況  

・本日１２時２５分頃、事業場下流側の大八賀川（約４００ｍの区間）で、油膜を確認し 

ました。  

・新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。 

 

６ 対応 

・原因者に対して厳重に注意するとともに、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発 

防止策を提出するよう指導しました。 

・高山市消防本部が油水分離槽及び大八賀川にオイルマットを設置し、下流への油の流出 

を防止しました。  

・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。 


